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■背景

１ これまでの取組

２「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」の策定（令和４年６月）

近年の予算編成では、減債基金の臨時的な活用等により、行政サービスの水準を維持していることや、今後、人口減少と高齢化の進展や公共施設の老朽化
等により、収支不足が更に拡大していくことから、本市の財政状況は持続性に欠けた危機的な状態にあります。
こうした厳しい見通しの中で、自然災害や感染症、経済の大きな変動といった危機にあっても、安定した行政サービスを提供し続け、市民生活を守るとと

もに、子どもたちや将来の市民に対して横浜の豊かな未来をつないでいく必要があります。そこで、“財政を土台”に持続可能な市政が進められるよう、中長
期の財政方針である「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しました。
「財政ビジョン」では、目指すべき「持続的な財政」の姿の実現に向けて、「債務管理」、「財源確保」、「資産経営」、「予算編成・執行」、「情報発信」、「制度的対
応」の６つの柱から成る「財政運営の基本方針」を掲げています。この基本方針に基づく、将来に向けて今から取り組むアクション（債務管理、収支差解消、
資産経営、地方税財政制度の充実に向けた課題提起）を踏まえ、「施策の推進」と「財政の健全性の維持」の両立に向けて、財政目標を設定し、その目標のため
の取組を確実に進めていきます。

財政運営 財政ビジョンに基づく「施策の推進と財政の健全性の維持」の両立

これまで横浜市では、平成15年度から中期的な視点に立った財政運営を行い、平成26年６月施行の「横浜市将来にわたる責任ある財政運営の推進に関する
条例（以下「財政責任条例」という。）」に基づき、基本計画（中期計画）ごとに、財政目標（第４条）と目標達成に向けた取組（第５条）を、市民・議会の皆様と
共有しながら取り組んできました。
令和２年９月には、2065年度までの長期財政推計を初めて公表し、生産年齢人口の減少などによる市税収入の減や、高齢化の進展などに伴う社会保障経費

の増が将来財政に与える影響を明らかにしました。 ※ 平成15年に「中期財政ビジョン」を策定し、平成18年度までの中期的な財政運営指針などを取りまとめた。

長期財政推計における一般会計の収支差参考 1 主な指定都市の健全化判断比率の状況
（令和２年度決算）
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【出典】横浜市財政局
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高位 ▲ 559 ▲ 984 ▲1,303 ▲1,594 ▲1,806

中位 ▲ 526 ▲ 962 ▲1,288 ▲1,571 ▲1,788

低位 ▲ 487 ▲ 929 ▲1,264 ▲1,539 ▲1,759

【出典】「横浜市の長期財政推計（R4.8更新版）」
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３ 今後４年間の取組

■「施策の推進」と「財政の健全性の維持」の両立を図り、多様化・複雑化する課題に的確
に対応していく持続可能な財政運営を進めます。

財政運営１ 債務ガバナンスの徹底による中長期的な視点に立った債務管理

財政運営２ 戦略的・総合的な取組による財源の安定的・構造的な充実

財政運営３ 資産の総合的なマネジメント（ファシリティマネジメント）の推進

財政運営４ 歳出ガバナンスの強化による効率的で効果的な予算編成・執行

財政運営５ 市民の共感を生み出す情報発信と課題提起

■財政運営１から５に掲げた「指標」は、財政責任条例第４条に基づく目標です。
また、「主な取組」は第５条に基づく取組です。

【出典】横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン（R4年）

財政ビジョンの将来アクションで掲げる
中長期のベンチマークや目標

債務管理 「一般会計が対応する借入金 市民一人当たり残高」について、2040年度末残高を2021年度末残高程度に抑制
収支差解消 2030年度までに減債基金の取崩による財源対策から脱却した上で予算編成における収支差を解消
未利用等土地 基準時点（2021年度末）における未利用等土地と、基準時点以降に新たに生じる未利用等土地の総面積のうち、2030年度までに

30haを適正化、2040年度までに60haを適正化
公共建築物 一般会計で整備・運営する本市保有の公共建築物の施設総量（＝総床面積）について、2065年度に基準時点（2021年度末）から

少なくとも１割を縮減、2040年度に基準時点以下に縮減（現状より増やさない）

インフラ施設 419億円 インフラ施設 541億円

公共建築物 486億円
（うち建替59億円）

公共建築物 1,168億円
（うち建替615億円）総額905億円

総額1,709億円

コスト推計結果
（年平均額）

2.4倍

1.3倍

1.9倍

直近の予算水準
（令和３年度） 【出典】横浜市財政局
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実際に基金にある残高

（予算）

【出典】横浜市財政局

減債基金は、将来の市債の償還に備えて積立てを行うものですが、経済事情の変動等により財源が不足
する場合に、当年度の市債の償還の財源に充てる目的で、本来より早く取り崩して活用を行っています。本
来あるべき積立額に不足する金額は、市債の償還に滞りがないよう、積戻しを行う必要があります。

積立不足額
（累計活用額）

減債基金残高及び積立不足額の推移参考 3 公共施設の保全更新コストの推計
（１年当たり平均額（現状との比較））
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長期財政推計

横浜市将来にわたる責任ある財政運営の推進に関する条例

基本計画 基本計画 基本計画

財政目標

取組

財政目標

取組

財政目標

取組
・・・・・・

財政ビジョン

令和2年度
(2020年度）

令和47年度
(2065年度）

各年度予算 各年度予算 各年度予算 各年度予算

目指すべき「持続的な財政」の姿
（持続性評価指標）

財政運営の基本方針

将来アクション

財政責任条例と財政ビジョン、基本計画等の関係参考 5
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目 　 標 現 状 と 課 題

● 本市はこれまで、債務については一般会計で「横浜方式のプライマリー
バランス」の考え方に基づき、計画的な市債発行と残高管理を進めてき
たほか、特別会計等の借入金についても一般会計負担分を明らかにし、
市民の税負担等で返済する必要のある「一般会計が対応する借入金残
高」を大きく縮減してきました。

● 今後、更に厳しい財政運営が見込まれる中、将来世代に過度な負担を先
送りしないよう、人口減少に対応し、市民一人当たりの負担に着目しな
がら、中長期の時間軸で借入金残高全体を管理していく必要があります。

財政ビジョンにおける中長期のベンチマーク
「一般会計が対応する借入金 市民一人当たり残高」について2040年度末
（令和22年度末）残高を2021年度末（令和3年度末）残高程度に抑制

● 市債の活用に当たっては、引き続き、安定的な調達及び中長期的な調達
コストの抑制に取り組むとともに、市債管理の透明性と債務償還能力に
対する信頼を高める必要があります。

● 特別会計※１及び企業会計については、引き続き、経営戦略※２（経営計
画・会計運営計画）に基づき、中長期を見据えた経営基盤の強化や財政マ
ネジメントの向上、計画的かつ効率的な事業運営に取り組む必要があり
ます。

※１  特別会計：港湾整備事業費、中央卸売市場費、中央と畜場費、市街地開発事業費、自動車駐車場事業費、
新墓園事業費、風力発電事業費

※２  経営戦略：公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画

一般会計が対応する借入金残高

直 近 の 現 状 値 目 標 値

３兆1,312億円 ３兆 100億円以下
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財政ビジョンにおける財政運営の基本方針（債務管理）に基づき、将来の市民
負担を抑制しつつ、計画的・戦略的な市債活用を行い、一般会計が対応する借
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【出典】横浜市財政局

一般会計が対応する借入金残高
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財政運営１ ｜ 債務管理ガバナンスの徹底による中長期的な視点に立った債務管理

◉主な取組
1 計画的・戦略的な市債活用と残高管理 所管局 財政局

取
組
指
標

一般会計が対応する借入金残高総額

● 計画的な市債発行や確実な公債費の償還を通じた、「一般会計が対応する借入金残高」の管理を進めます。
4年間の市債活用計画及び一般会計が対応する借入金残高の推移見込み

3年度決算 ４年度予算 5年度 6年度 7年度 4か年計
一般会計市債活用額 1,494億円 1,360億円

1,300億円程度/年 5,300億円程度建設地方債 908億円 965億円
臨時財政対策債 587億円 395億円

一般会計が対応する借入金残高 ３兆1,312億円 3兆1,465億円 ３兆 900億円～３兆 100億円程度
一人当たり残高 83万円 84万円程度 82～80万円程度

必要な公共投資を進めつつ、建設地方債の管理に留意し、臨時財政対策債も含めて計画的に活用していきます。
横浜方式のプライマリーバランス：令和４年度 +206億円、 令和５～７年度：+210～+150億円程度

直近の現状値 目標値

３兆1,312億円 ３兆 100億円以下

2 市場から信頼される市債の安定的かつ円滑な発行 所管局 財政局、全局
取
組
指
標

①市債発行手法の多様化（ESG債などの発行）
②「公債管理レポート（仮称）」の公表

● 計画的な市債活用の一環として、市場動向を見据えた市債の調達先の最適化や市場ニーズに合った手法の多様化（ESG債※などの活用）を進め、引き続
き、安定的な調達及び中長期的な調達コストの抑制に取り組みます。

● 市債管理の透明性と債務償還能力に対する信頼を高めるため、市の財政状況や市債の発行・償還状況について、投資家の方々を中心に、広く市民の
方々にも理解が促進するよう、「公債管理レポート（仮称）」として情報発信していきます。

直近の現状値 目標値

①検討
②検討

①発行
② 公表（令和4年度：
試行、令和5年度以
降：本公表）

※ ESG債とは、環境事業や社会貢献事業を資金使途として発行する債券をいう。

3 計画的・戦略的な投資管理の推進 所管局 財政局、全局

取
組
指
標

投資管理の推進

● 一般会計や特別会計、企業会計における大規模な市債活用が必要な投資事業については、事業の計画段階で、一般会計負担や市債の活用額・償還財源、
投資による事業効果の見込み等について明らかにするとともに、事業期間中や事業完了後といった時機を捉え検証を行います。

● 市全体の投資事業を全体最適化する観点から、予算編成に先立ち、全体の投資水準の検討・調整を行い、計画的・戦略的な投資管理を行います。

直近の現状値 目標値
 •公共事業評価制度の実施
 •横浜市経営会議や予算編
成の中で投資事業の議論
を実施

投資管理の推進

4 特別会計・企業会計等の更なる健全化の推進 所管局 財政局、経済局、健康福祉局、医療局病院経営本部、
環境創造局、都市整備局、道路局、港湾局、水道局、交通局

取
組
指
標

①経営計画、会計運営計画
② 社会経済情勢の変化等により一般会計での負
担が必要となった事業等への対応

● 特別会計及び企業会計については、引き続き、経営戦略（経営計画・会計運営計画）に基づき、経営基盤の強化や財政マネジメントの向上、計画的かつ
効率的な事業運営に取り組みます。「経営計画」、「会計運営計画」については、債務ガバナンスを更に強化する観点から、４年間の計画に加えて、10年間
の収支見通しを盛り込みます。

● 「社会経済情勢の変化等により一般会計での負担が必要となった事業」について、これまでの対応を踏まえながら、以下のとおり、計画的に対応していき
ます。

南本牧埋立事業
◆ 令和４年度末に埋立を完了し、保有土地の売却を進めるとともに、その後の会計の廃止に向けて、新規廃棄物処分場整備に伴う負担（護岸
費相当額 平成13年度末：約900億円）と収支不足（約600億円）について一般会計で計画的に負担します。（一般会計負担期間：平成16～
令和14年度、令和３年度までの一般会計負担：約850億円）

（一財）横浜市道路建設事業団
◆  （一財）横浜市道路建設事業団の民間借入金等の債務（平成14年度末:約910億円）について、一般会計で計画的に負担します。（計画的処
理期間：平成15～令和４年度、令和３年度までの一般会計負担：約888億円）

＊表中の債務額及び収支不足額は、平成15年に公表した「中期財政ビジョン」等において示した額

直近の現状値 目標値

① 経営計画、会計運営
計画の計画期間：
 ４年
② 令和３年度負担額：
178億 円（埋立事
業）、279億円（（一
財）横浜市道路建設
事業団）

① 経営計画、会計運営
計画における収支見
通しの長期化（10年
以上）
②計画的に縮減
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【序章 関係法令】 

 

地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）（抄） 

 

（地方債の制限） 

第五条 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、 

次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 

一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業（以下「公営企業」という。）に 

要する経費の財源とする場合 

二 出資金及び貸付金の財源とする場合（出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するため 

に要する経費の財源とする場合を含む。） 

三 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合 

四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合 

五 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設 

等の公共施設又は公用施設の建設事業費（公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資して 

いる法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を 

含む。）及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入 

費（当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。）の財源とする場合 

 

第五条の三 

（途中省略） 

10 総務大臣は、毎年度、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事が第一項の規定によ

る協議における同意並びに次条第一項及び第三項から第五項まで並びに地方公共団体の財政の健

全化に関する法律第十三条第一項に規定する許可をするかどうかを判断するために必要とされる基

準を定め、並びに第七項各号に掲げる地方債並びに次条第一項及び第三項から第五項まで並びに

同法第十三条第一項の規定により許可をする地方債の予定額の総額その他政令で定める事項に関

する書類を作成し、これらを公表するものとする。 

 

附 則（抄） 

（令和五年度から令和七年度までの間における地方債の特例等） 

第三十三条の五の二 地方公共団体は、令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条ただし書の

規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方交

付税法附則第六条の三第一項の規定により控除する額についての同項の規定に従って総務省令で定

める方法により算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。 

２ 前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額

については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算

定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。 
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目 　 標 現 状 と 課 題

● 本市はこれまで、債務については一般会計で「横浜方式のプライマリー
バランス」の考え方に基づき、計画的な市債発行と残高管理を進めてき
たほか、特別会計等の借入金についても一般会計負担分を明らかにし、
市民の税負担等で返済する必要のある「一般会計が対応する借入金残
高」を大きく縮減してきました。

● 今後、更に厳しい財政運営が見込まれる中、将来世代に過度な負担を先
送りしないよう、人口減少に対応し、市民一人当たりの負担に着目しな
がら、中長期の時間軸で借入金残高全体を管理していく必要があります。

財政ビジョンにおける中長期のベンチマーク
「一般会計が対応する借入金 市民一人当たり残高」について2040年度末
（令和22年度末）残高を2021年度末（令和3年度末）残高程度に抑制

● 市債の活用に当たっては、引き続き、安定的な調達及び中長期的な調達
コストの抑制に取り組むとともに、市債管理の透明性と債務償還能力に
対する信頼を高める必要があります。

● 特別会計※１及び企業会計については、引き続き、経営戦略※２（経営計
画・会計運営計画）に基づき、中長期を見据えた経営基盤の強化や財政マ
ネジメントの向上、計画的かつ効率的な事業運営に取り組む必要があり
ます。

※１  特別会計：港湾整備事業費、中央卸売市場費、中央と畜場費、市街地開発事業費、自動車駐車場事業費、
新墓園事業費、風力発電事業費

※２  経営戦略：公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画

一般会計が対応する借入金残高

直 近 の 現 状 値 目 標 値

３兆1,312億円 ３兆 100億円以下

指 　 標

財政ビジョンにおける財政運営の基本方針（債務管理）に基づき、将来の市民
負担を抑制しつつ、計画的・戦略的な市債活用を行い、一般会計が対応する借
入金残高が適切に管理されています。債

務
管
理
ガ
バ
ナ
ン
ス
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【出典】横浜市財政局

一般会計が対応する借入金残高

行
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財政運営１ ｜ 債務管理ガバナンスの徹底による中長期的な視点に立った債務管理

◉主な取組
1 計画的・戦略的な市債活用と残高管理 所管局 財政局

取
組
指
標

一般会計が対応する借入金残高総額

● 計画的な市債発行や確実な公債費の償還を通じた、「一般会計が対応する借入金残高」の管理を進めます。
4年間の市債活用計画及び一般会計が対応する借入金残高の推移見込み

3年度決算 ４年度予算 5年度 6年度 7年度 4か年計
一般会計市債活用額 1,494億円 1,360億円

1,300億円程度/年 5,300億円程度建設地方債 908億円 965億円
臨時財政対策債 587億円 395億円

一般会計が対応する借入金残高 ３兆1,312億円 3兆1,465億円 ３兆 900億円～３兆 100億円程度
一人当たり残高 83万円 84万円程度 82～80万円程度

必要な公共投資を進めつつ、建設地方債の管理に留意し、臨時財政対策債も含めて計画的に活用していきます。
横浜方式のプライマリーバランス：令和４年度 +206億円、 令和５～７年度：+210～+150億円程度

直近の現状値 目標値

３兆1,312億円 ３兆 100億円以下

2 市場から信頼される市債の安定的かつ円滑な発行 所管局 財政局、全局
取
組
指
標

①市債発行手法の多様化（ESG債などの発行）
②「公債管理レポート（仮称）」の公表

● 計画的な市債活用の一環として、市場動向を見据えた市債の調達先の最適化や市場ニーズに合った手法の多様化（ESG債※などの活用）を進め、引き続
き、安定的な調達及び中長期的な調達コストの抑制に取り組みます。

● 市債管理の透明性と債務償還能力に対する信頼を高めるため、市の財政状況や市債の発行・償還状況について、投資家の方々を中心に、広く市民の
方々にも理解が促進するよう、「公債管理レポート（仮称）」として情報発信していきます。

直近の現状値 目標値

①検討
②検討

①発行
② 公表（令和4年度：
試行、令和5年度以
降：本公表）

※ ESG債とは、環境事業や社会貢献事業を資金使途として発行する債券をいう。

3 計画的・戦略的な投資管理の推進 所管局 財政局、全局

取
組
指
標

投資管理の推進

● 一般会計や特別会計、企業会計における大規模な市債活用が必要な投資事業については、事業の計画段階で、一般会計負担や市債の活用額・償還財源、
投資による事業効果の見込み等について明らかにするとともに、事業期間中や事業完了後といった時機を捉え検証を行います。

● 市全体の投資事業を全体最適化する観点から、予算編成に先立ち、全体の投資水準の検討・調整を行い、計画的・戦略的な投資管理を行います。

直近の現状値 目標値
 •公共事業評価制度の実施
 •横浜市経営会議や予算編
成の中で投資事業の議論
を実施

投資管理の推進

4 特別会計・企業会計等の更なる健全化の推進 所管局 財政局、経済局、健康福祉局、医療局病院経営本部、
環境創造局、都市整備局、道路局、港湾局、水道局、交通局

取
組
指
標

①経営計画、会計運営計画
② 社会経済情勢の変化等により一般会計での負
担が必要となった事業等への対応

● 特別会計及び企業会計については、引き続き、経営戦略（経営計画・会計運営計画）に基づき、経営基盤の強化や財政マネジメントの向上、計画的かつ
効率的な事業運営に取り組みます。「経営計画」、「会計運営計画」については、債務ガバナンスを更に強化する観点から、４年間の計画に加えて、10年間
の収支見通しを盛り込みます。

● 「社会経済情勢の変化等により一般会計での負担が必要となった事業」について、これまでの対応を踏まえながら、以下のとおり、計画的に対応していき
ます。

南本牧埋立事業
◆ 令和４年度末に埋立を完了し、保有土地の売却を進めるとともに、その後の会計の廃止に向けて、新規廃棄物処分場整備に伴う負担（護岸
費相当額 平成13年度末：約900億円）と収支不足（約600億円）について一般会計で計画的に負担します。（一般会計負担期間：平成16～
令和14年度、令和３年度までの一般会計負担：約850億円）

（一財）横浜市道路建設事業団
◆  （一財）横浜市道路建設事業団の民間借入金等の債務（平成14年度末:約910億円）について、一般会計で計画的に負担します。（計画的処
理期間：平成15～令和４年度、令和３年度までの一般会計負担：約888億円）

＊表中の債務額及び収支不足額は、平成15年に公表した「中期財政ビジョン」等において示した額

直近の現状値 目標値

① 経営計画、会計運営
計画の計画期間：
 ４年
② 令和３年度負担額：
178億 円（埋立事
業）、279億円（（一
財）横浜市道路建設
事業団）

① 経営計画、会計運営
計画における収支見
通しの長期化（10年
以上）
②計画的に縮減
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市報第16号

　　　令和 5年度主要事業の予算執行実績報告

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第 5項の規定により、令

和 5年度決算（公営企業会計を除く｡）に係る各部門における主要事業

の予算執行実績について、次のように報告する。

　　　令和 6年 9月25日

横 浜 市 長  　山　中　　竹　春　

市報第16号
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市報第16号

第233条　（第 1項及び第 2項省略）

3　普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を

付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。

　　　（第 4項省略）

5　普通地方公共団体の長は、第 3項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該

決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて

提出しなければならない。

　　　（第 6項及び第７項省略）

参 考

地方自治法（抜粋）
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https://www.city.yokohama.lg.jp/city-
info/zaisei/shisai-takarakuji-kifu/shisai/045 671-2240

045 664-7185




